
部会ニュース「7-2」 

 

■介護給付費の届出等における留意点の一部改正 厚労省 

▷令和 6 年度報酬改定に伴い、届出様式と記載事項が変更に 

 

・厚生労働省老健局は、3 月 13 日付老発 0313 第 3 号通知「『介護給付費算定に係る体制等

に関する届出等における留意点について』の一部改正について」を発出し、4 月 1 日から

適用することを明らかにした。 

 

・主な改正内容 

①新様式の適用と旧通知の廃止 

 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の別紙様式が見直され、4 月 1 日以降は新

様式での届出が必要となる。 

②施設種別ごとの届出項目が整理 

 通所介護、訪問介護、短期入所生活介護など、サービス別に必要な加算や減算の記載ルー

ルが詳細に定義された。 

 たとえば「介護職員等処遇改善加算」は加算〜加算まで段階的に整理され、該当基準に応

じた届出記載が求められる。「業務継続計画」の有無が記載義務化され、該当しない場合

は「減算型」と明記。 

③生産性向上や認知症ケア関連加算の拡充 

 「生産性向上推進体制加算」「認知症専門ケア加算」なども、複数のサービス種別で共通

的に準用される項目として整備。特に ICT 導入や職員研修、口腔ケア体制等に関する加

算要件が一部厳格化される。 

 

・届出の実務対応ポイント 

 2025 年 6 月 1 日以降は改正様式での記載が完全義務化。それまでの移行期間 4〜5 月は

旧様式での届出も一部可能。記載ミス・未届出による報酬算定の不備を防ぐため、都道府

県・市町村への早急な情報共有と研修実施が推奨されている。 

 

※詳細は下記資料をご参照ください。 

 ◯介護保険最新情報 Vol.1366「介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意

点について」の一部改正について 令和 7 年 3 月 26 日 

  厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 

  https://www.mhlw.go.jp/content/001462784.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/001462784.pdf

